
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

建設リサイクル法の実効性を高めるとともに建設廃材の再資源化等の推進を図るため、国が 

定めるパトロール強化月間にあわせて、管内の一斉パトロールを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画 

実施者 巡回エリア 日時 

岡谷労働基準監督署 

解体工事業協会 

諏訪建設事務所 建築課 

諏訪地域振興局 環境課 

茅野市・富士見町

原村 

平成 30年 10月 22日（月） 

9：00～11：30 

解体工事業協会 

諏訪市建設部 都市計画課 

諏訪地域振興局 環境課 

諏訪市 

平成 30年 10月 25日（木） 

9：00～11：30 

解体工事業協会 

岡谷市建設水道部 都市計画課 

諏訪地域振興局 環境課 

岡谷市 

平成 30年 10月 26日（金） 

9：00～11：30 

 
建設リサイクル法の届出（又は通知）があった建設工事現場を 
巡回し、標識の設置状況、業者登録の状況、分別解体の実施状況、 

アスベスト含有建材やフロン使用機器等が適切に処理されている 
かなどについて調査します。   
 

今回の県内一斉パトロール結果は、平成30年11月9日（金）午後 
長野県 建設部 建築住宅課のホームページに掲載予定です。 
 

 

建設リサイクル法とは・・・ 

建築資材の中で、再資源化が資材の有効利用や廃棄物の減量に大きく寄与するものを用いた建築物の

解体工事などについて、一定の規模以上のものの解体等をおこなう業者等に対し、分別解体等の実施

を義務付けている法律です。 

 

 

諏訪建設事務所プレスリリース  平成 30 年（2018 年） 10 月 16 日 

 建設リサイクル法に関する 

諏訪地域内一斉パトロールを実施します！ 

 

諏訪建設事務所 建築課 

課長：米倉 雅博  担当：吉田 実季 

電 話: 0266-57-2923（直通） 

ＦＡＸ：0266-57-2954 

電子メール：suwaken-kenchiku@pref.nagano.lg.jp 

平成 31 年(2019年)4月 25日(木)～6月 16日(日) 

53 日間 

【メイン会場】長野県松本平広域公園 

【サブ会 場】国営アルプスあづみの公園(堀金・穂高地区) 

        長野県烏川渓谷緑地 

        国営アルプスあづみの公園(大町・松川地区) 

確かな暮らしが営まれる美しい信州 

～学びと自治の力で拓く新時代～ 

しあわせ信州創造プラン 2.0（長野県総合 5か年計画）推進中 

実施方法 

実施結果 


